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経 
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＜経緯＞ 

事業者から第三分類事業（※）届出書の提出 ：平成２８年１２月 ７日  

韮崎市長の意見提出            ：平成２９年 １月１０日 

環境影響評価等技術審議会（第１回）    ：平成２８年１２月１５日 

 環境影響評価等技術審議会（第２回）     ：平成２９年 １月１６日 

 

＜事業概要＞ 

事業者  ：いちごＥＣＯエナジー株式会社（東京都千代田区） 

事業名称 ：いちご韮崎穂坂町柳平ＥＣＯ発電所 

事業の種類：その他の宅地の造成の事業（太陽光発電施設の設置） 

事業規模 ：事業用地面積28.7ha 

 

※第三分類事業とは 

 知事が、関係市（韮崎市）長及び山梨県環境影響評価等技術審議会の意見を聴いた

上で、判定基準に従い、環境影響評価手続を行う必要があるかどうかの判定を行う事

業です。 

内 
 
 
 
 

容 

  本日、次のとおり環境影響評価手続の必要がある旨の判定結果を事業者に通知した。 

 

＜判定結果＞ 

本事業は、山梨県環境影響評価条例施行規則第７条第１項第２号及び第３号に掲げ

る要件に該当するため、環境影響評価その他の手続が行われる必要がある。 

 

＜理由＞ 

・本事業は、山梨県環境影響評価条例施行規則第７条第１項第２号トに掲げる区域 

に該当し、かつ、森林を大規模に開発することにより、当地の景観に相当程度の

影響を及ぼすおそれがあるため。 
・本事業は、山梨県環境影響評価条例施行規則第７条第１項第３号ニに掲げる地域 

に該当し、かつ、植物、動物、生態系、水質汚濁の環境要素に相当程度の影響を

及ぼすおそれがあるため。 
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